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奈良県県土ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ部道路建設課

主幹 大西 豊

tel(0742)27-7498(内線4146)

奈良県県土ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ部吉野土木事務所

主幹 渡邊 義明
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主要地方道桜井明日香吉野線（橋屋工区）の部分供用
さくら い あ す か よ し の

１．概 要

令和５年２月２８日に主要地方道桜井明日香吉野線（橋屋工区）が部分供用となります。

桜井明日香吉野線は、桜井市阿部を起点とし、明日香村を経由し、吉野町吉野山へと至

る主要地方道であり、なかでも橋屋地区は幅員が狭隘で、緊急車両等の通行に支障をきた

していました。

本工区を整備することにより、幅員狭小区間を解消し、安全で円滑な通行を確保すると

ともに観光振興にも寄与します。

２．供用日

・令和５年２月２８日（火）

３．今回供用する区間

・主要地方道桜井明日香吉野線（橋屋工区）

区 間：吉野郡吉野町橋屋

供用延長：Ｌ＝３３４ｍ

標準幅員：Ｗ＝５．０ｍ



開 通 日：令和５年２月２８日

開 通 区 間：吉野郡吉野町橋屋
延 長： Ｌ＝３３４ｍ

標 準 幅 員：Ｗ＝５．０ｍ
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